
 

 

 

 

令和８年度 越のルビーアーティストバンク活用奨励金制度 フローチャート 

対象事業期間：2026年 6月 1日～2027年 3月 10日 

申請者 事業団 アーティスト 

    

 

支給申請書提出 
（事業開始 30日以前） 

 

※１ お問い合わせ・相談 

ご依頼の内容・条件に沿って、事業団から候補者を選定し団体へ提案。団体の了承を得たうえ 

で事業団からアーティスト（候補者）に依頼内容を代理で連絡。 

 

※２ 事前打合せ 

依頼者とアーティストで、内容・スケジュールなどについて打ち合わせを行う。 

 

アーティストの 

マッチング 

 

 

依頼の承諾 

 

 

支給申請書受領 

 

 審査、決定 

 

 
決定通知書送付 

 

 

実績報告書 

兼請求書提出 
（事業終了後 30日以内または

3月 15日のいずれか早い日） 

 

 

 

謝礼受取 

 

連絡先の共有 

 

アーティスト 

バンクへ依頼 ※1 

以降、アーティスト 

と直接連絡 ※2 

 

) 

 

偽り、不正があった場合 

 

 

v 

取消・返還書提出 

 

 奨励金返還 

 

 

奨励金支払 

出演 

 

 

奨励金受取 

 

 

１～2 週間を目途に決定、送付 

実績報告書 

兼請求書受領 

 

決定通知書受取 

 

 

事業実施 

 

 

変更または中止した場合 
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事業計画変更届 

 

 

事業計画変更届受領 

 

 

 
変更承認通知書または 

決定取消通知書送付 

 

 

変更承認通知書または 

決定取消通知書受取 
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